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富士見町家庭的保育事業等の認可等に関する規
則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和8年3月3日

渡　辺　　葉富士見町長

規則



富士見町規則第9号 

 

富士見町家庭的保育事業等の認可等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 富士見町家庭的保育事業等の認可等に関する規則（令和3年富士見町規則第16号）の一部

を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

富士見町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等に関する規則 

 第1条中「家庭的保育事業等」の次に「及び乳児等通園支援事業」を加える。 

 第2条第1項中「家庭的保育事業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を、「富士見町

家庭的保育事業等」の次に「・乳児等通園支援事業」を加え、同条第2項中「家庭的保育事

業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を加える。 

 第3条第1項中「家庭的保育事業等の認可の基準は、富士見町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例(平成26年富士見町条例第15号)に定めるところによるも

のとする。」を「認可の基準は、法、施行規則その他関係法令に定めるところによるほ

か、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める条例の規定によるものとす

る。」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 家庭的保育事業等 富士見町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成26年富士見町条例第15号) 

(2) 乳児等通園支援事業 富士見町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例(令和7年富士見町条例第25号) 

 第3条第2項中「当該家庭的保育事業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を加える。 

 第4条中「家庭的保育事業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を加える。 

 第5条及び第6条中「富士見町家庭的保育事業等」の次に「・乳児等通園支援事業」を加

える。 

 第7条第1項中「家庭的保育事業等」の次に「又は乳児等通園支援事業」を、「富士見町

家庭的保育事業等」の次に「・乳児等通園支援事業」を加え、同条第2項中「富士見町家庭

的保育事業等」の次に「・乳児等通園支援事業」を加える。 

 様式第1号から様式第7号を次のように改める。 



様式第1号（第2条関係） 

 



様式第2号（第5条関係） 

 



様式第3号（第5条関係） 

 



様式第4号（第6条関係） 

 



様式第5号（第7条関係） 

 



様式第6号（第7条関係） 

 



様式第7号（第7条関係） 

 

   附 則 

 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 


